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老
後
の
医
療
費
は
貯
蓄
と
保
険
で

※毎月１回掲載します。

　

医
療
保
険
と
い
え
ば
、
一
昔
前
ま
で
は

保
障
期
間
が
最
長
80
歳
ま
で
、
申
し
込
み

は
60
歳
代
ま
で
の
も
の
が
一
般
的
で
、
相

談
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
70
歳
代
で
も

入
れ
る
医
療
保
険
を
探
す
の
が
大
変
だ
っ

た
。

　

今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
保
障
期
間

が
一
生
涯
の
「
終
身
医
療
保
険
」
が
台
頭

し
、
70
歳
代
で
健
康
な
ら
複
数
社
に
申
し

込
み
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
人
生

１
０
０
年
時
代
」
が
う
た
わ
れ
る
今
、
85

歳
ま
で
申
し
込
み
が
で
き
る
保
険
会
社
が

相
次
い
で
登
場
し
、
保
障
の
充
実
し
た
プ

ラ
ン
も
得
ら
れ
や
す
い
状
況
と
な
っ
た
。

イ
オ
ン
・
ア
リ
ア
ン
ツ
生
命
の
「
元
気

パ
ス
ポ
ー
ト
」（
無
解
約
返
戻
金
型
終
身

医
療
保
険
）
な
ら
、
男
女
と
も
に
０
歳
か

ら
85
歳
ま
で
契
約
が
可
能
だ
。
入
院
・
手

術
・
放
射
線
治
療
を
保
障
す
る
主
契
約
に
、

入
院
一
時
給
付
特
約
な
ど
八
つ
の
特
約
を

付
帯
で
き
る
。
85
歳
の
月
払
い
保
険
料
は
、

男
性
５
９
０
２
円
、
女
性
５
９
３
９
円
と

な
る
（
注
１
）。

　

入
院
給
付
日
額
は
、
３
０
０
０
〜
２
万

円
（
１
０
０
０
円
単
位
）
で
設
定
可
能
。

手
術
給
付
金
は
手
術
Ⅰ
型
（
支
払
額
は
入

院
中
が
入
院
給
付
日
額
の
10
倍
、
外
来
は

同
５
倍
）
の
ほ
か
に
、
手
術
Ⅱ
型
（
支
払

額
は
入
院
中
が
手
術
の
種
類
に
応
じ
て
入

院
給
付
日
額
の
10
、
20
、
40
倍
、
外
来
は

同
５
倍
）
か
ら
選
択
で
き
、
給
付
限
度
日

数
は
60
日
型
と
１
２
０
日
型
か
ら
選
べ
る
。

　

な
お
、
健
康
診
断
等
の
結
果
を
提
出

（
契
約
者
の
マ
イ
ペ
ー
ジ
で
画
像
を
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
）
す
る
と
、
契
約
者
向
け
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
「
謝
礼
金
」
や
、
一
定
基
準

で
「
健
康
支
援
金
」
が
受
け
取
れ
る
こ
と

か
ら
、
保
険
料
の
負
担
を
実
質
的
に
軽
減

す
る
効
果
が
あ
る
。
謝
礼
金
は
、
口
座
振

替
の
場
合
は
３
０
０
円
、
Ｗ
Ａ
Ｏ
Ｎ
ポ
イ

ン
ト
で
受
け
取
る
場
合
は
５
０
０
㌽   
だ
。

一
方
、
健
康
支
援
金
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ（
体
重

（
㎏
）÷
身
長（
m
）の
２
乗
）
が
18
・
５

以
上
25
・
０
未
満
、
血
圧
が
収
縮
期
１
２

９
以
下
か
つ
拡
張
期
84
以
下
な
ど
を
満
た

し
た
場
合
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

30
歳
の
月
払
い
保
険
料
が
男
性
１
０
０
８

円
、
女
性
１
２
３
８
円
の
場
合
、
健
康
支

援
金
は
男
性
６
６
０
円
、
女
性
８
１
０
円

と
な
り
、
現
金
ま
た
は
Ｗ
Ａ
Ｏ
Ｎ
ポ
イ
ン

ト
で
１
年
に
１
回
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
（
注
２
）。

（
注
）１　

保
険
期
間
・
保
険
料
払
込
期
間
：
終

身
、
入
院
給
付
日
額
：
５
０
０
０
円
、
給

付
限
度
の
型
：
60
日
型
、
手
術
給
付
金
の

型
：
手
術
Ⅰ
型
、
放
射
線
治
療
給
付
金
：

入
院
給
付
日
額
の
10
倍
、
先
進
医
療
特
約
、

口
座
振
替
の
場
合
。

２　

年
齢
・
性
別
・
他
条
件
に
よ
っ
て
異

な
り
、
20
〜
69
歳
が
対
象
。

85歳まで入れる「終身医療保険」

第90回

　

も
と
も
と
、
医
療
保
険
は
高
齢
に

な
る
ほ
ど
関
心
が
高
い
。
最
近
は
、

以
前
に
医
療
保
険
へ
の
加
入
を
検
討

し
た
と
き
に
は
契
約
可
能
年
齢
を
超

え
て
お
り
申
し
込
み
を
断
念
し
た
人

が
、
高
齢
で
も
入
れ
る
と
い
う
Ｃ
Ｍ

を
見
て
、
あ
ら
た
め
て
契
約
を
検
討

す
る
ケ
ー
ス
が
急
増
し
て
い
る
。

　

検
討
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
が
保

険
金
を
請
求
で
き
な
い
事
態
を
想
定

し
て
指
定
代
理
請
求
人
を
定
め
る
こ

と
や
、
医
療
保
険
に
入
っ
た
こ
と
を

家
族
で
共
有
し
、
家
族
情
報
登
録
制

度
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

老
後
の
医
療
費
は
貯
蓄
で
の
備
え

を
基
本
に
し
な
が
ら
、
医
療
保
険
に

つ
い
て
も
複
数
の
見
積
も
り
を
比
較

す
る
こ
と
で
費
用
対
効
果
を
よ
く
吟

味
し
、
家
計
に
優
し
い
プ
ラ
ン
を
選

択
す
る
こ
と
が
特
に
重
要
だ
。
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